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個別テーマの注意喚起記者公表
• 「海水浴での「フロート使用中の事故」に

気を付けましょう ！」 （令和元年７月17

日）
• 「 ペダルなし二輪遊具による子どもの事

故に注意！－道路や坂道では乗らないこ
と、ヘルメットを着用することを徹底しま
しょう－ 」（同日）

• 「タトゥーシールやフェイスペイントによる
肌トラブルが発生!」（令和元年９月18日）

• 「木製ベビーベッドの収納扉が不意に開き
乳児が窒息する重大事故が発生!」（令和
元年11月15日）

令和元年度の子どもの事故防止の取組実績①

子どもを事故から守る！
ツイッター、子ども安全メール
（ツイッター78回、メール44回発信

※令和２年２月18日現在）

＜下記のテーマで発信＞
• 注意喚起記者公表連動
• 季節的な発生傾向がある事故
• 発生頻度が高い事故
• 関係府省庁の取組 等

子どもを事故から守る！
事故防止ハンドブック

平成29年４月の発刊後、約32万
部を地方公共団体を中心に配布

（令和２年２月現在）

メディア報道、関係府省庁や
地方公共団体等による周知

地方公共団体等での
活用・配布
・幼稚園や保育園での配布
・育児相談時の活用 等

子どもの保護者、教育・保育関係者 等

関係府省庁や
地方公共団体等の
ツイッターリツイート
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【事例】
海水浴での「フロート使用中の事故」に気を付けましょう ！

海上保安庁及び国民生活センターと連名での公表

令和元年度の子どもの事故防止の取組実績②
個別事故テーマでの注意喚起 記者公表事例の紹介（１）

１ 概要

海上保安庁によると、平成30年中の海難事故の中には、

フロートに乗った子どもが陸からの風により沖に向かって
流された事例が複数見られ、中には、４歳児が溺れて中
等症になった事故も発生した。

海等でフロートを使用したテストを行い、風の危険性を具
体的に示し、消費者に注意喚起を行った。

２ 注意喚起内容

 保護者はフロートに乗った子どもから目を離さない、手

を離さない。
 ライフジャケットを正しく着用させる。
 遊泳可能な海水浴場で使用する。
 風の強い日は使用を控える。 等

写真提供：国民生活センター
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フロートのイメージ図

海でのテストの様子

テスト結果（フロートの漂流速度）



【事例】

ペダルなし二輪遊具による子どもの事故に注意！
－道路や坂道では乗らないこと、

ヘルメットを着用することを徹底しましょう－

令和元年度の子どもの事故防止の取組実績②
個別事故テーマでの注意喚起 記者公表事例の紹介（２）

１ 概要

消費者庁には、ペダルなし二輪遊具に関する７歳以下の事故情
報が平成22年12月から平成30年度末までに106件寄せられた。

事故発生場所別に見ると、一般道路での事故が半数近くを占め、
公園内も含め坂道で発生している割合も５割以上であった。

このことから、消費者に向けて、使用上の注意を呼びかけた。

２ 注意喚起内容

 道路で使用しない。
 坂道など危険な場所では絶対に使用しない。
 ヘルメットを着用する。
 子どもだけで遊ばない。
 使用する前に部品に緩みやがたつきなどがないか確認
する。

写真提供：国民生活センター 3

ペダルなし二輪遊具のイメージ図

国民生活センターによる実験映像



【事例】

タトゥーシールやフェイスペイントによる肌トラブルが発生！

－除去の際の肌トラブルや金属アレルギーにも注意が必要です－

令和元年度の子どもの事故防止の取組実績②
個別事故テーマでの注意喚起 記者公表事例の紹介（３）

１ 概要
タトゥーシール等は、肌に合わずかゆくなった、剥がした

ときに肌に傷が付きシミが残った等の事故情報が消費者
庁に寄せられた。

テストの結果、一部の製品において、化粧品には含有が
認められていない成分が検出され、皮膚の炎症やアレル
ギー等の原因になる物質が含有されることもあることが分
かったことから、消費者に向けて、使用上の注意を呼びか
けた。

２ 注意喚起内容
• 使用上の注意をよく読んでから使用する。

• 事前に腕の内側などの目立たない部分で使用テストを
する。

• 肌に合わない場合はすぐに使用を中止し、赤み、腫れ、
かゆみ、痛み、刺激や黒ずみ等の異常がある場合には
皮膚科医を受診する。 等 4

タトゥーシールのイメージ図

フェイスペイントのイメージ図



【事例】

木製ベビーベッドの収納扉が不意に開き乳児が窒息する

重大事故が発生！

令和元年度の子どもの事故防止の取組実績②
個別事故テーマでの注意喚起 記者公表事例の紹介（４）

１ 概要

下部に扉付きの収納部分があり、床板の高さを調整できる木製ベビーベッドの使用中、
収納部分の扉が不意に開いたために、乳児の頭部が敷具と収納部分の上枠の隙間に
挟まって窒息し、死亡あるいは重体に陥ったという重大事故等が令和元年６月及び９月
に２件発生した。

同種事故の防止のために、消費者に向けてベッド使用上の注意を呼びかけた。

5写真提供：国民生活センター

２ 注意喚起内容

• 扉を開け閉めする都度、収納部
分の扉のロックが掛かっているこ
とを必ず確認する。

• 扉のロックを掛けることを習慣に
する。

• 収納部分の扉のロックが壊れて
いたら、直ちにベビーベッドの使
用を中止する。 等 事故が発生したベビーベッドの構造

※ダミー人形による再現画像



令和元年度の子どもの事故防止の取組実績③-１
SNSやメールで、消費者（保護者）への直接的な情報発信

「子どもを事故から守る！公式 Ｔｗｉｔｔｅｒ」
14歳以下の子どもの保護者を対象に、消費者庁だけでなく、各府省庁の子どもの事故に関する情報を発信

「子ども安全メールfrom消費者庁」（平成22年９月から継続）

主に6歳以下の未就学児の保護者を対象に、事故防止のポイントを毎週1回（原則木曜日）配信。

＜平成31年４月～令和２年２月18日現在の発信テーマとツイッターリツイート（RT）＞
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令和元年度の子どもの事故防止の取組実績③-２
SNSやメールで、消費者（保護者）への直接的な情報発信

子どもを事故から守る！ツイッターの例子ども安全メールの例 7

＜平成31 年４月～令和２年２月18日現在の発信テーマとツイッターリツイート（RT）＞



令和元年度の子どもの事故防止の取組実績④
子どもの事故防止週間での啓発の一例

● 京都会場 主催 京あんしんこども館 共催 消費者庁

・日時 令和元年７月27日（土）
・会場 京あんしんこども館
・内容 「楽しく学ぼう 子どもの事故」

子どもの事故防止に関するクイズを行い、
夏休みに入る幼児・児童に、身近な危険
について学んでもらうステージイベント
を開催。子どもの事故防止についてのパ
ネル及びキッズデザイン受賞作品等の展
示。

「子どもの事故防止週間」イベント
● 東京会場

・日時 令和元年７月22日（月）
・会場 東京消防庁 本所防災館
・内容 「吉本芸人「キャベツ確認中」と身近な

危険を学ぼう！」
子どもの事故防止に関するクイズを行い、
夏休みに入る幼児・児童に、身近な危険
について学んでもらうステージイベント
を開催した。
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 保護者、子育て支援者等への啓発活動の実施

イベント、研修会等で調査結果を活用し啓発

ボタン電池の誤飲による
化学やけどの再現実験コーナー

保護者に向けた啓発資料の配布や
事故防止の呼びかけ

キッズデザイン賞受賞作品の展示

【おぎゃっと２１での啓発
（徳島県下最大の次世代育成支援イベント）】

令和元年度 新未来創造プロジェクト（徳島）実績①
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平成29年7月に開設した「消費者行政新未来創造オフィス」では、徳島県の協力の下、これまで取組が十分でな

かった理論的・先進的な調査・研究、全国展開を見据えたモデルプロジェクト等を行っている。
徳島県では関係者による「子どもの事故防止プロジェクトネットワーク会議」を組織し、連携しながら啓発活動を行っ

ている。

【「子どもの事故防止週間」
における啓発】



令和元年度 新未来創造プロジェクト（徳島）実績②
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【徳島県内で実施した「子どもの事故防止調査」の結果を踏まえた研修会
（母子保健関係職員、学生等）】

子どもの事故防止合同研修会
（関西広域連合主催 消費者庁共催）

高校・大学での出前講座

日時等：令和元年10月10日(木) 大阪府立国際会議場
内 容：講演

鮎澤消費者安全課長
「消費者庁における子どもの事故防止の取組に

ついて」

東京大学大学院の本田千可子特任助教
「妊娠期からの事故予防教育について」

対 象：保健医療や保育の関係者、消費者行政や福祉行政の
担当者


